
瀬戸内市商工会「資格取得費助成金」のお知らせ 
 
 
 
 
 
 
 
 

○新 サービスとして、経営上で必要となる各種資格や免許、あるいは技能等の資質の

向上を図ろうとする会員事業所に対して、瀬戸内市商工会が資格取得費の一部を助成します。 

 

 

 

１.助 成 対 象 者：本会の会員 

２.資格取得対象者：会員である事業主（法人の役員を含む。）または会員事業所 

に勤務する従業員（家族従業員を含む。） 

３.助成対象資格：本会が認める国家資格・公的資格で新規取得のみ 

４.助 成 金：① 年間１事業所につき２名まで（年間１名につき１回） 

② 助成金額は受験料等の１／２以内（他の機関より助成金が 

支給される場合は、その助成金を除いた金額の１／２以内）とし、 

1 名につき 10,000 円を限度 
 

５.助成までの流れ 

   ㊟申請前には、必ず当該資格付与実施団体等に、 

対象資格かどうか確認のこと。 

 
                   ①申請書（様式第１号） 

 
                   ②通知書（様式第２号） 

 
        ③受験等        

 

        ④合格等          ⑤請求書（様式第３号） 

 
                             ⑥助成 

 
 

※事前にご連絡いただきましたら、申請用紙を送付します。 
 

６.お問い合わせ・お申込み先（本部：佐藤） 

 ★瀬戸内市商工会 

 

・本  部：瀬戸内市邑久町 

山田庄 182-4 

・牛窓支所：瀬戸内市牛窓町 

牛窓 6405-1 

・長船支所：瀬戸内市長船町 

土師 315-1 

 

 

 

TEL（０８６９）２２－１０１０ 

 

TEL（０８６９）３４－３３７７ 

 

TEL（０８６９）２６－３３６６ 

 

各種資格・免許・技能等の

取得を支援します。 
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平成 26 年 8 月 4 日以降の
受験分から申請を受付けます！


